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公 的 年 金 制 度 （ ９ ）  

 

在 職 中 の 退 職 共 済 年 金 に つ い て  

 

 今 回 は 、会 社 等 に 勤 め な が ら 退 職 共 済 年 金 を 受 給 す

る 場 合 を 取 り 上 げ ま す 。  

Ｑ  自 衛 隊 を 定 年 退 職 し た 者 で す 。 退 職 共 済 年 金 は 、

そ の 後 の 勤 務 状 況 や 収 入 に よ っ て 減 額 や 貰 え な い

こ と が あ る と 聞 き ま し た 。ど の よ う に な っ て い る の

で す か ？  

Ａ  退 職 共 済 年 金 は 、 退 職 後 の 生 活 保 障 が 目 的 で す 。 

ご 質 問 の よ う に 退 職 共 済 年 金 は 、会 社 等 に 勤 め 収

入 が あ る 場 合 は 、そ の 額 に よ っ て 一 部 ま た は 全 部 が

支 給 停 止 さ れ る こ と が あ り ま す 。  

  年 金 の 受 給 権 を 有 し つ つ 働 く 場 合 と し て 次 の ３

つ の 場 合 が 考 え ら れ ま す 。 そ れ ぞ れ に お け る 退 職

共 済 年 金 に つ い て ご 説 明 い た し ま す 。  

 

１  厚 生 年 金 保 険 に 加 入 資 格 の な い 自 営 業 等 を 営 ん

で い る 場 合  

年 金 は 、 全 額 支 給 さ れ ま す 。  

 

２  会 社 等 に 勤 務 し て い る 場 合 や 短 時 間 勤 務 の 再 任

用 隊 員 の よ う に 厚 生 年 金 保 険 の 被 保 険 者 と し て 働

い て い る 場 合  

（ １ ） 総 収 入 月 額 相 当 額 （ 注 １ ） と 退 職 共 済 年 金 （ 職

域 加 算 額 等 を 除 く ） 月 額 の 合 計 が 4 6 万 円 以 下 の

場 合  

年 金 は 、 全 額 支 給 さ れ ま す 。  

 



（ ２ ） 総 収 入 月 額 相 当 額 （ 注 １ ） と 退 職 共 済 年 金 （ 職

域 加 算 額 等 を 除 く ） 月 額 の 合 計 が 4 6 万 円 を 超 え

る 場 合  

「（ 総 収 入 月 額 相 当 額 ＋ 基 本 月 額 （ 注 ２ ） － 4 6

万 円 ） × 1 / 2× 1 2」 が 支 給 停 止 さ れ ま す 。  

注 １ ： 標 準 報 酬 月 額 と 過 去 １ 年 間 の 賞 与 の 1 / 1 2  

注 ２ ： 退 職 共 済 年 金 の 額 （ 注 ３ ） × 1 / 1 2  

注 ３ ： 経 過 的 加 算 額 、 職 域 加 算 額 、 加 給 年 金 額 を 除 く  

 

３  フ ル タ イ ム 勤 務 の 再 任 用 隊 員 の よ う に 共 済 組 合

員 と し て 働 い て い る 場 合  

（ １ ）ま ず ご 自 分 の「 基 本 月 額 」及 び「 総 報 酬 月 額 相

当 額 」 を 次 に よ り 算 出 し ま す 。  

・  基 本 月 額 （ Ｋ ）：  

    （ 年 金 額 － 職 域 加 算 額 － 加 給 年 金 額 ）× 1 / 1 2  

・  総 報 酬 月 額 相 当 額 （ Ｓ ）：  

そ の 月 の 標 準 報 酬 月 額 ＋（ 過 去 1 年 間 の 賞 与

の 総 額 × 1 / 1 2）  

（ ２ ） 次 に よ り 支 給 額 （ 停 止 額 ） を 算 出 し ま す 。  

  ア  合 計 収 入 額 ≦ 2 8 万 円 で あ る 場 合  

年 金 は 、 全 額 支 給 さ れ ま す 。  

  イ  合 計 収 入 額 ＞ 2 8 万 円 で あ る 場 合  

  （ ア ） 基 本 月 額 ≦ 2 8 万 円 か つ  

    ａ  総 報 酬 月 額 相 当 額 ≦ 4 6 万 円 の と き  

「｛（ Ｓ ＋ Ｋ － 2 8 万 円 ）× 1 / 2｝× 1 2」が 支

給 停 止 さ れ ま す 。  

    ｂ  総 報 酬 月 額 相 当 額 ＞ 4 6 万 円 の と き  

「｛（ 4 6 万 円 ＋ Ｋ － 2 8 万 円 ） × 1 / 2＋ Ｓ －

4 6 万 円 ｝ × 1 2」 が 支 給 停 止 さ れ ま す 。  

  （ イ ） 基 本 月 額 ＞ 2 8 万 円 か つ  

    ａ  総 報 酬 月 額 相 当 額 ≦ 4 6 万 円 の と き  

「 Ｓ × 1 / 2× 1 2」 が 支 給 停 止 さ れ ま す 。  

    ｂ  総 報 酬 月 額 相 当 額 ＞ 4 6 万 円 の と き  

「（ Ｓ － 2 8 万 円 ）× 1 2」が 支 給 停 止 さ れ ま

す 。  

 

次 回 は 、 老 齢 （ 退 職 ） 年 金 の 「 加 給 年 金 額 」 と 「 振

替 加 算 」 を 取 り 上 げ ま す 。  


